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日本学生支援機構奨学金の 
「継続手続き」に関する補足資料 

（貸与・大学院生） 
 

 
 

「継続願」入力期間 
2019年 12月 13日（金） 

～  
2020年 1月 17日（金） 

＜入力時間＞8:00~25:00 
（※12/28～1/5は入力できません） 

※期限厳守※ 
上記期間内に入力が無い場合、2020年 4月

以降の奨学金は「廃止」となり、奨学金は

振り込まれません。 
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スカラネットパーソナルによる継続手続きの方法について 

１．スカラネットパーソナルにログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ID・パスワードは

自分で設定した

ものです 

登録していない

方はこちらから

登録して下さい 

ID・パスワードを

忘れた場合はこ

ちらから再登録

して下さい 
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２．「奨学金継続願提出」ボタンをクリック 
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３．継続願を提出する奨学生番号をクリック（併用貸与者は２つ以上の奨学生番号が表示されま

す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入力完了するとボタン

が不活性化します 

未入力の奨学生番号を

クリック 

貸与額通知書はここで

も確認できます 
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４．誓約日、氏名、生年月日を入力 

 
 

 

５．本人情報を確認（誤りがあれば奨学金窓口にお問合せ下さい） 

 
  

入力日を記入 

（※半角数字） 

※全角カナ 

※半角数字 

最後に送信ボタン

をクリック 
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６．継続意思の確認 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．誓約書情報を確認 

 
 

※来年度４月から休学や留学を予定している場合も、必ず「希望します」にチェックを入れて下さい 

※来年度４月以降の奨学金が不要な場合は「希望しません」にチェックを入れて下さい。 

一度入力が完了すると、４月以降奨学金が「辞退」となります。「辞退」になったあとで再度奨学金が

必要になる場合は、改めて新規申し込みが必要になりますので、ご家族ともよく相談してから決めるよ

うにして下さい。 

本人住所が変更になった場

合は、このボタンから変更可 

連帯保証人、保証人の情報

に変更がある場合は、継続

願入力後に奨学金窓口ま

でお越しください。 

最後に送信ボタンをクリック 
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８．返還の義務、学業不振の場合の処置についての確認 
 

 
 

 

９．経済状況の確認（両親の収入） 
 

 
 

 

 

 

 

 

※「自覚している」にチェックしないと先に進めません 

※「理解している」にチェック

しないと先に進めません 
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１０．あなたの収入・支出状況（自宅通学者） 

 

 

ポイント 

収入よりも先に支出から計算する！ 

１）授業料や、入学料、携帯料金等、本人の代わ

りに親が支払った金額も家庭からの給付に含み

ます。 

今年度入学者は 2019 年 4 月から 11 月までの 8 か月間の金額を入力して

下さい。ただし、入学料は 4 月以降の支出として計上して下さい。 

１～６）収入が 0 もしくは、１万円未満の場合

も、必ず「０」と入力して下さい。 

収入・支出の金額が、

０もしくは１万円未

満の場合は、必ず「０」

と入力して下さい。 

（※空欄があると先

に進めません） 

１）法務研究科以外 53万円、法務研究科 80万円を入力し

て下さい。11月時点で後期授業料を収めていない場合も、

必ず 1年分の授業料を入力して下さい。 

※授業料免除を受けている学生は免除額を確認して入力し

て下さい。 

２）教科書代、文具代、サークル活動費、通学費（ガソリン

代）等の金額を入力して下さい。 

３）外食費を入力して下さい。 

４）携帯料金を親が支払っている場合も、本人の支出に必

ず含めて下さい。 

５）今年度入学者については、入学料 28万円を必ず計上し

て下さい。 

６）保証料は自動入力です。1000円単位で入力されるため、

端数が出る事があります。 

（収入）－（支出）の金額が 45万円以上となる場合は、来年

度奨学金の減額指導対象となります。ここで出る金額は「1年

間の貯蓄額」となりますので、実際に貯蓄できた額と比べてみ

て下さい。 
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１１．あなたの収入・支出状況（自宅外通学者） 

 

 
 

今年度入学者は 2019 年 4 月から 11 月までの 8 か月間の金額を入力して

下さい。ただし、入学料は 4 月以降の支出として計上して下さい。 

１）仕送りのほかに、授業料や、入学料、携帯料

金、家賃等、本人の代わりに親が支払った金額も

家庭からの給付に含めます。 

１～６）収入が 0 もしくは、１万円未満の場合

も、必ず「０」と入力して下さい。 

３）親が代わりに支払っている場合も、本人の支出に必ず含

めて下さい。1ヶ月分ではなく 1年分の金額です。 

収入・支出の金額が、

０もしくは１万円未

満の場合は、必ず「０」

と入力して下さい。 

（※空欄があると先

に進めません） 

１）法務研究科以外 53 万円、法務研究科 80 万円を入力し

て下さい。11 月時点で後期授業料を収めていない場合も、

必ず 1年分の授業料を入力して下さい。 

※授業料免除を受けている学生は免除額を確認して入力し

て下さい。 

２）教科書代、文具代、サークル活動費、通学費（ガソリン

代）等の金額を入力して下さい。 

５）親が代わりに支払っている場合も、本人の支出に必ず含

めて下さい。1ヶ月分ではなく 1年分の金額です。 

４）自炊の費用、外食費を入力。１ヵ月分ではなく 1年分 

６）今年度入学者については、入学料 28万円を必ず計上し

て下さい。 

７）保証料は自動入力です。1000円単位で入力されるため、

端数が出る事があります。 

（収入）－（支出）の金額が 45万円以上となる場合は、来

年度奨学金の減額指導対象となります。ここで出る金額は

「1 年間の貯蓄額」となりますので、実際に貯蓄できた額

と比べてみて下さい。 

ポイント 

収入よりも先に支出から計算する！ 
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Ｐ９～Ｐ１０ １０・１１ 本人の収入・支出状況の補足！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「収入合計－支出合計」がマイナスとならないように注意！ 

 収入よりも支出が多いことは、あり得ません。支出に間違いがなければ、「収入」の「家庭からの給付

」か「その他（貯金の取り崩し）」で調整する。 

（例）支出合計が１５０万円であった場合。 

 収入が、親から毎月３万円の仕送り（年間３６万円）、奨学金が月５万円（年間６０万円）、アルバイ

ト収入が毎月３万円（年間３６万円）の場合、収入合計額が１３２万円。収入１３２万円ー支出額１５０

万円＝ー１８万円 

 他の収入が無ければ、貯金を切り崩したことになるので、収入（その他）に１８万円と記入する。 

＊「収入合計－支出合計」≧４５万の場合は減額指導の対象となります。  
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１２．学生生活・学修状況の確認 

 

 
 

 

１３．アンケートに回答 
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１４．最終確認 

 

 
 

 
 

 

最後に、入力内容を確認し、修正等がなければ、必ず印

刷を行う！ 

入力内容に間違いがなければ、送信ボタンを押します。送信

ボタンを押し忘れると、再び始めから入力となります。 



13 

 

１５．受付番号をひかえる 

 
 

 

 

 

※受付番号はメモを取るか、画面を印刷して大切に保管して下さい。 

 

１６．提出出来たか確認する 

 

3ページの画面に戻り、「提出済：継続希望」となっているか確認して下さい。 

（「入力準備用紙」に記入欄あり。） 


